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ごみ処理の現状と課題 

 

１ ごみの分別・排出方法及び収集方法 

(１) 現 状 

① ごみの分別 

本市域から排出されるごみの分別区分は、焼却ごみ、陶磁器及びガラス類、プラスチック

類、金属類及び破砕ごみ、びん類、かん類、資源品、処理困難ごみ、ペットボトル、食品ト

レーの 10 種としています。 

さらに、資源品を「新聞紙類」、「雑がみ（雑誌）類」、「紙パック」、「段ボール」、

「布（衣）類」、「アルミ缶」、「電源コード類」、｢廃食用油｣に、処理困難ごみは「電池

類及び水銀式体温計」、「蛍光管」、「ボンベ類」、「ビデオテープ・カセットテープ類及

び石灰系乾燥剤」に細分し、合計 10 種 20 分類としています。また、指定袋に入らない大

きなごみとして、「粗大ごみ」があります。 

■図表 3-1 ごみ分別区分 

種類・分別区分 具体的品目 

①焼却ごみ 台所ごみ、紙製の容器、植木ごみ、布製品、トイレ関連品 など 

②陶磁器及びガラス類 陶器類、ガラス類、鏡類、少量の土、小石、農薬等のびん など 

③プラスチック類 容器包装プラスチック(  マークの入った袋や容器類)、発泡スチロール類 

④金属類及び破砕ごみ 
調理に使ったアルミホイルやアルミ容器、金属製調理器具、塗料･鉱油の缶、
２ℓを超える缶、金属製品、破砕ごみ(  マークの入っていないプラスチッ
ク製品)、小型家電製品 など 

⑤びん類 飲料用のびん類、食料品類のびん、化粧品のびん など 

⑥かん類 飲料缶、食品の缶（2ℓ以下）、穴をあけたスプレー缶類 など 

⑦
資
源
品 

新聞紙類 新聞紙、折り込みチラシ 

雑がみ（雑誌）類 
雑誌、文庫本、カタログ、ノート類、封筒、はがき、包装紙、用紙類、紙箱
等の厚紙類、その他の雑がみ類、メモ帳、キャラメルの箱 など 

紙パック マークが入った牛乳・飲料用の紙パック   

段ボール 段ボールのみ 

布（衣）類 
シーツ、タオル等、衣類、スーツ等厚手の布、革製品、ぬいぐるみ、毛布、
着物、帯 など 

アルミ缶 飲料用、食品用等 

電源コード類 電気製品等についているコード部分 

廃食用油 てんぷら油等の不要になった廃食用油 

⑧
処
理
困
難
ご
み 

電池類及び水銀式体温計 
乾電池・ボタン電池・コイン電池・充電式電池（リチウムイオン電池な
ど）・水銀式体温計・水銀が付いた物 

蛍光管 サークル管・直管・電球型の蛍光管・水銀が付いた物 

ボンベ類 ライター類・穴のあいていないボンベ及びスプレー缶類 

ビデオテープ・カセットテープ類 
及び石灰系乾燥剤 

ビデオテープ・カセットテープ類、石灰系乾燥剤 

⑨ペットボトル 
マークが入った飲料、酒類、しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味

料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料のペットボトル など 

⑩食品トレー 食品トレー 

粗大ごみ 
カーペット、タンス、ふとん、ストーブ、自転車 など 指定袋に入らない
大きさのもの 

節 １ 第 
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② 排出方法及び収集方法 

家庭系ごみは、本市の直営または本市が委託した業者が収集する「収集ごみ」と市民自ら

が処理施設に直接持ち込む「直接搬入ごみ」等があります。さらに、小型家電製品について

は市役所本庁や総合支所、支所、出張所に設置した回収ボックスで回収しています。 

一方、事業系ごみは、本市の許可業者に委託する「許可業者搬入ごみ」と事業者自らが直

接持ち込む「直接搬入ごみ」があります。 

収集ごみは、ごみ処理手数料を含んだ指定袋及び粗大ごみ収集券により排出することが必

要です。直接搬入ごみは、施設ごとにごみ処理手数料が定められています。 

■図表 3-2 ごみの排出形態等 

排出形態等 排出容器 岩国地域 その他の地域 

収
集
ご
み 

焼却ごみ 
陶磁器及びガラス類 
プラスチック類 
金属類及び破砕ごみ 
びん類、かん類 

指定袋 
※使用済小型家電は本

市の施設に設置して

いる回収ボックスに

排出することも可能 
直営収集・委託収集 

委託収集 
資源品 

ビニール袋等 
処理困難ごみ 

粗大ごみ  
直営収集 

ペットボトル 
（拠点回収） 

食品トレー 回収協力店による自主回収 

直接搬入ごみ(一時多量ごみ等)  市民自らが直接搬入 

許可業者搬入ごみ  市の許可業者に委託して搬入 

直接搬入ごみ  事業者自らが直接搬入 

注）一部変則地域あり 

■図表 3-3 ごみ処理手数料（指定ごみ袋販売額など） 

区 分 サイズ(容量) 販売価格 袋の色 

収
集
ご
み 

赤の可燃性ごみ袋 
大袋(45L) 
中袋(30L) 
小袋(20L) 

300 円/10 枚(30 円/枚) 
300 円/12 枚(25 円/枚) 
300 円/20 枚(15 円/枚) 

半透明 

緑の不燃性ごみ袋 
大袋(45L) 
中袋(30L) 
小袋(20L) 

300 円/10 枚(30 円/枚) 
300 円/12 枚(25 円/枚) 
300 円/20 枚(15 円/枚) 

半透明 

粗大ごみ 

自転車、ストーブなど 500 円 （形状、重量による処理の困難性が標準のもの） 

鏡台、シングルベッドなど 750 円 （形状、重量による処理の困難性が比較的大きいもの） 

オルガン、ダブルベッドなど 1,000 円 （形状、重量による処理の困難性が著しく大きいもの） 

上記以外の布団類など 250 円 

直
接
搬
入
ご
み 

焼却ごみ 
（岩国市第一工場） 
（岩国市本郷ごみ処理場）
（周陽環境整備センター） 

10kg ごとに 150 円 

不燃ごみ 
（岩国市リサイクルプラザ）
（岩国市本郷ごみ処理場） 

10kg ごとに 150 円 

(２) 課 題 

本市域から排出されるごみの分別区分は、合併後において概ね統一を完了しています。ま

た、地域ごとに違っていた指定袋の色や袋の料金体制、処理施設へごみを直接搬入した際の

処理手数料についても統一を終えています。 

今後は、社会情勢を踏まえたうえで、ごみの減量に効果的かつ適正な処理手数料への見直

しを調査・検討していくことが必要です。 



21 

２ ごみ排出量 

 (１) 現 状 

本市の年間ごみ総排出量（基地ごみを除く）は、平成 29 年度において収集ごみが

28,478 トン、直接搬入ごみが 13,288 トン、集団回収が 250 トンの合計 42,016 トン

です。 

平成 20 年度からの推移をみると、平成 25 年度以降は減少し続けており、10 年間の年

平均減少率は収集ごみが 1.9％、直接搬入ごみが 0.9％、集団回収（平成 20 年度を除く）

が 2.6％です。 

■図表 3-4 ごみ総排出量（収集ごみ＋直接搬入ごみ（基地ごみ除く）＋集団回収量）の推移 

 

注）ごみ排出量は、清掃事業概要の数値（kg）に対し、端数処理を行い整数化（ｔ表示）している。 

そのため、年間量は端数処理により清掃事業概要と異なる場合がある。 

集団回収の補助対象は、平成 20 年 10 月以降福祉団体のみとした。 

 

◆基地ごみを含めたごみ総排出量の推移 

 基地ごみを含めたごみ総排出量は、平

成 29 年度において 44,795 トンです。 

 基地ごみは、年間 2,000 トン程度でし

たが、近年急増しており、平成 29 年度

には 2,779 トンとなりました。 

 ごみ総排出量に占める基地ごみの割合

は、平成 20 年度において 3.9％でした

が平成 29 年度は 6.2％と 2.3 ポイント

増加しました。 

   

3
3
,9

2
7

3
3
,4

0
9

3
2
,0

7
1

3
2
,1

7
8

3
1
,7

3
4

3
1
,2

5
0

3
0
,6

0
8

2
9
,9

6
6

2
8
,9

4
0

2
8
,4

7
8

1
4
,4

0
6

1
3
,7

4
4

1
3
,3

0
7

1
3
,2

0
9

1
4
,1

7
8

1
4
,7

1
6

1
4
,0

5
1

1
3
,5

3
4

1
3
,8

0
0

1
3
,2

8
8

506
310

290 312 312 312
306 289 265 250

48,839
47,463

45,668
45,699

46,224
46,279

44,965
43,789

43,005
42,016

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

ご
み

総
排

出
量

（
ｔ/

年
）

年度

収集ごみ

直接搬入ごみ

集団回収

4
8
,8

3
9

4
7
,4

6
3

4
5
,6

6
8

4
5
,6

9
9

4
6
,2

2
4

4
6
,2

7
9

4
4
,9

6
5

4
3
,7

8
9

4
3
,0

0
5

4
2
,0

1
6

1
,9

6
2

2
,0

0
4

2
,0

0
8

1
,8

8
9

1
,9

5
1

2
,0

5
2

2
,0

9
9

2
,2

3
2

2
,4

3
7

2
,7

7
9

5
0
,8

0
1

4
9
,4

6
7

4
7
,6

7
6

4
7
,5

8
8

4
8
,1

7
5

4
8
,3

3
1

4
7
,0

6
4

4
6
,0

2
1

4
5
,4

4
2

4
4
,7

9
5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ご
み

総
排

出
量

（
ｔ/

年
）

年度

基地ごみ除く

ごみ総排出量

基地ごみ



22 

ここで、年間ごみ量を１人１日あたりでみると、ごみ総排出量（基地ごみを除く）、収集

ごみとも減少傾向となっており、平成 29 年度はごみ総排出量が 840 グラム、収集ごみが

569 グラムでした。 
 

■図表 3-5 １人１日平均排出量 

〔岩国市（基地ごみ除く）〕 

 
注）ごみ排出量は、清掃事業概要の数値（kg）に対し、端数処理を行い整数化（ｔ表示）している。 

そのため、1人１日平均排出量は、年間量の端数処理により清掃事業概要と異なる場合がある。 

 

 

 

 

(２) 課 題 

収集ごみ、直接搬入ごみ（基地ごみを除く）は概ね減少傾向です。直接搬入ごみのうち、

基地ごみは近年増加傾向にあり、平成 29 年 12 月から新たに整備された住宅地（愛宕ヒル

ズ 262 世帯）のごみの受け入れを開始しており、今後も増加が見込まれます。 

 ごみ排出量とは  

 収 集 ご み 量 ＝ 家庭から排出され、本市の直営または本市が委託した業者が収集するごみ 

 直接搬入ごみ量 ＝ 事業所から排出され、収集運搬許可業者あるいは事業者自らが運搬するごみ、 

 一般家庭から一部直接持ち込みされるごみ及び基地ごみ 

 ご み 排 出 量 ＝ 収集ごみ量＋直接搬入ごみ量 

 集 団 回 収 量 ＝ 任意団体等（現在は福祉団体のみ）による資源回収量 

 ごみ総 排 出 量 ＝ 収集ごみ量＋直接搬入ごみ量＋集団回収量 

 1 人 1 日平均排出量（g/人・日）＝ ごみ量（t/年）÷行政区域内人口（人）÷365（日/年）×10６（g/t）   
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３ 収集ごみの性状 

(１) 現 状 

① 焼却ごみ 

焼却ごみには、紙類が 52.5％、生ごみが 33.6%排出され、両者でおよそ 90％を占めて

いました。 

分別に着目してみると、資源品に分別することで再資源化が可能な紙類やプラスチック類

が合計で 29.9%排出され、このうち、比較的容易に分別できる段ボール、新聞・広告、雑

誌は 7.6％排出されていました。 

削減可能な食品ロスに着目してみると、調理くずが 24.6％、賞味期限切れなど手付かず

で出された食品が 5.3%、食べ残しが 3.7％排出されていました。 

■図表 3-6 焼却ごみ（収集）の性状（質重量比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）その他不燃、分別誤り（金属）に処理困難物 0.1>％を含む 

平成 30 年 7 月に実施したごみ組成調査結果より 

52.5%

9.6%

33.6%

3.4%

0.3%

指定ごみ袋
0.6%

資源化可能
26.7%

適正排出
35.4%

削減可能

（手付かず食品）
5.3%

削減可能

（食べ残し）
3.7%

削減可能

（調理くず）
24.6%

分別誤り（プラ）
0.4%

資源化可能
3.2%

分別誤り（金属）
0.1%

0.5%

8.0%

10.6%

0.5%

4.7%

2.4%

3.0%

0.2%

その他不燃

生ごみ

プラス

チック類

紙類

その他可燃

容器包装紙類
紙パック

段ボール

新聞・広告

雑誌

雑がみ

容器包装プラ類

びん・かん

容器包装プラ類 

 

雑  誌 

 

 指定ごみ袋 0.6％ 

 適正排出 35.4％ 

 資源化可能 29.9％ 

 削減可能 33.6％ 

 分別誤り 0.5％  

手付かず食品 
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② プラスチック類（容器包装プラスチック類） 

プラスチック類には、適正に排出されていると判断できるものが 74.1%を占めていまし

た。分別誤りについては、3.7％がペットボトルで、容器包装以外のプラ類や生ごみ、その

他の異物を含めると合計で 11.4%が排出されていました。 

また、分別誤りではないものの、汚れの付着した容器包装プラ類が 12.4%排出されてい

ました。 

■図表 3-7 プラスチック類（収集）の性状（質重量比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 8 月に実施したごみ組成調査結果より 

2.1%

77.8%

5.3%

13.0%

1.8%

分別誤り

（ペットボトル）
3.7%

適正排出
74.1%

分別誤り
5.3%

汚れの付着した

容器包装プラ類
12.4%

分別誤り

（生ごみ）
0.6%

分別誤り
1.8%

指定ごみ袋

食品等付着物

容器包装以外

のプラ類

容器包装プラ類

その他

ペットボトル 

 

汚れの付着した容器包装プラ類 

 

生ごみ 

 

 指定ごみ袋 2.1％ 

 適正排出 74.1％ 

 汚れの付着した

容器包装プラ類 
12.4％ 

 分別誤り 

（生ごみ） 
0.6％ 

 分別誤り 10.8％  
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③ 金属類及び破砕ごみ 

金属類及び破砕ごみには、容器包装以外のプラ類が 35.8％、金属類が 34.5％、その他

の不燃物が 21.7％排出され、合計でおよそ 90％を占めていました。 

分別誤りについては、容器包装プラ類が 4.4%（きれいなもの 1.5%、汚れの付着したも

の 2.9%）、紙類・布類などのその他の可燃物が 2.2%排出されており、ビデオテープやラ

イターなどの処理困難物も 0.2%排出されていました。 

また、本市の庁舎や出張所などに設置している回収ボックスへ出すこともできる小型家電

製品は 8.0%排出されていました。 

■図表 3-8 金属類及び破砕ごみ（収集）の性状（質重量比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）食品等付着物：汚れの付着した容器包装プラ類（生ごみ 0.2％を含む。） 

平成 30 年 8 月に実施したごみ組成調査より 

 

0.4%

1.5%

35.8%

2.9%

2.2%

34.5%

0.8%
0.2%

21.7%

分別誤り
1.5%

適正排出
35.8%

分別誤り
5.1%

分別誤り

（かん・電源コード類）
0.4%

小型家電製品

（回収ボックス対象）
8.0%

適正排出
26.1%

分別誤り

（びん・陶磁器及びガラス類・処理困難ごみ）
1.0%

適正排出
21.7%

容器包装プラ類

食品等付着物

その他の可燃物

容器包装以外のプラ類

金属類

処理困難物類

その他の不燃物

ガラス・陶磁器類

指定ごみ袋

食品等付着物 

  

容器包装プラ類 

 

処理困難物 

 

 

 指定ごみ袋 0.4％ 

 適正排出 83.6％ 

 小型家電製品 

（回収ボックス対象） 
8.0％ 

 分別誤り 8.0％  
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(２) 課 題 

焼却ごみには、買いすぎ、作りすぎ、作り方などに気を付けることで削減可能な調理くず、

手付かず食品や食べ残しが 35％程度、本来プラスチック類や資源品に出すべき資源化可能

なごみが 30％程度排出されています。同様に金属類及び破砕ごみやプラスチック類にもお

よそ１0％の分別誤りのごみが排出されています。 

資源化とごみ減量及び適正処理の推進のため、これらの分別誤りや削減可能なごみを減ら

していくことが必要です。 

また、プラスチック類には分別誤りに加え、汚れの付着した容器包装プラ類も 10％程度

排出されており、これらはリサイクルプラザで手選別回収する必要があり、資源化の支障と

なっています。 

こうしたごみの減量や分別により資源化ができるごみについては、これまでと同様、市民、

事業者の取り組みを進めることが必要です。加えて、汚れの落ちにくい容器包装プラスチッ

ク類については、手選別による回収除去作業に労力を要していることや洗浄により水質を汚

濁していることを踏まえ、効率的な分別方法とすることも必要です。 
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４ リサイクル・最終処分 

(１) 現 状 

平成 29 年度における本市のごみ総排出量（基地ごみを含む）は 44,795 トンです。 

このうち、住民等による集団回収量も含めた資源化量は 7,726 トンで、焼却灰のセメン

ト原料化量（3,327 トン）を含めたリサイクル率は 24.7％です。 

資源化後のごみは、焼却処理等により 32,020 トンを減量し、残りの 1,722 トンを埋立

処分しており、最終処分率は 3.8％となっています。 

ここで、本市のリサイクル率を平成 28 年度の山口県平均、全国平均と比較すると、山口

県平均は下回るものの、全国平均と比べると高い水準にあります。同様に、最終処分率は山

口県平均、全国平均に比べ小さく、高い水準にあります。 

■図表 3-9 本市におけるごみ資源化・減量の流れ（平成 29 年度） 

 

注）中間処理による減量＝ごみ排出量－資源化量－最終処分量 

■図表 3-10 リサイクル率・最終処分率（平成 28 年度）の比較 

区分 リサイクル率 最終処分率 

本   市  25.5％ （24.7％）  4.5％ （3.8％） 

山口県平均  30.9％  5.0％ 

全 国 平 均  20.3％  9.7％ 

注) １．リサイクル率＝総資源化量÷ごみ総排出量（山口県及び全国はごみ処理量）×100 

２．最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量（山口県及び全国はごみ処理量）×100 

３．山口県及び全国の値は、環境省ホームページによる。 

４．本市（ ）内の数値は、平成 29 年度の値を示す。 

 

※山口県平均のリサイクル率が高い理由 

山口県では、山口エコタウン事業として焼却灰のセメント原料化に取り組む自治体が 17 自治体あります。加

えて、可燃ごみをごみ燃料（ＲＤＦ）化している自治体があり、県平均値を 30％超に引き上げています。 
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■図表 3-11 山口県市町のリサイクル率と最終処分率（平成 28 年度） 

〔 リサイクル率 〕 

 
〔 最終処分率 〕 

 
資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（平成 28 年度）」 

 

※セメント原料化実施自治体 

 下関市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、 

 周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、 

 阿武町 （宇部市、美祢市を除く全市町） 

※可燃ごみのごみ固形燃料（ＲＤＦ）化自治体 

 美祢市 

  

 

 

(２) 課 題 

本市のリサイクル率、最終処分率はともに全国平均より高い水準にあるものの、循環型社

会の形成のために、市民、事業者によるごみ削減量や資源化量を増やしていくことが必要で

す。また、容量に限りのある最終処分場を長く使っていくため、埋立物の焼却処理等による

最終処分量の削減が必要です。 
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５ ごみ処理処分システム 

(１) 現 状 

本市域から排出されるごみは、焼却施設、資源化施設、最終処分場により、一連のごみの

再資源化や減量、最終処分を行っています。 

焼却ごみは、岩国地域、本郷地域、錦地域、美川地域、美和地域においては、岩国市第一

工場で、由宇地域、玖珂地域、周東地域においては、周陽環境整備組合の周陽環境整備セン

ターで焼却処理を行っています。処理後の焼却灰は、セメント原料として再資源化していま

す。いずれの施設も老朽化が進んでいることから、現在、サンライズクリーンセンター（新

ごみ焼却施設）を整備しています。 

また、金属類及び破砕ごみやプラスチック類、びん類やかん類、ペットボトルなどは、岩

国市リサイクルプラザにて、破砕・選別処理あるいは一時保管し、再生利用と減容化等を行

っています。処理した後の破砕残渣は、岩国市日の出町最終処分場に埋立処分しています。 

ごみ処理の効率化を促進するため、本郷地域、錦地域、美川地域、美和地域のごみは、岩

国市本郷ごみ処理場にて中継運搬を行っています。 

なお、古紙類などの資源品は、業者に直接搬入して資源化しています。 

 

■図表 3-12 施設概要 

施設名 処理対象ごみ 対象地域 供用開始年月 

焼
却
施
設 

岩国市 

第一工場 
焼却ごみ 

岩国地域、本郷地域、錦地域、 

美川地域、美和地域 
平成 4 年 4 月 

周陽環境整備組合 

周陽環境整備センター 
焼却ごみ 由宇地域、玖珂地域、周東地域 平成 6 年 4 月 

資
源
化
施
設 

岩国市 

リサイクルプラザ 

陶磁器及びガラス類 

全地域 平成 11 年 4 月 

プラスチック類 

金属類及び破砕ごみ 

びん類 

かん類 

処理困難ごみ 

粗大ごみ 

ペットボトル 

中
継
施
設 

岩国市 

本郷ごみ処理場 
全分別品目 

本郷地域、錦地域、美川地域、 

美和地域 
昭和 50 年 4 月 

最
終
処
分
場 

岩国市 

日の出町最終処分場 

焼却残渣・破砕残渣 

陶磁器及びガラス類 
全地域 平成 14 年 4 月 

岩国市 

周東埋立処分場 

陶磁器及びガラス類 

（安定物のみ） 
周東地域 昭和 59 年 4 月 
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■図表 3-13 本市のごみ処理の流れ（平成 29 年度） 

 

 

(２) 課 題 

サンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）は、2019 年 4 月からの本稼働を目指

して整備中であり、供用後は効果的に運用するため、適切な維持管理が必要です。 

リサイクルプラザについては供用開始から 20 年目を迎えており、老朽化への対応として、

施設の長寿命化あるいは新施設の整備などについて効率的かつ効果的な整備方法を検討・実

施していくことが必要です。  
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６ 市民意識等 

(１) 現 状 

市民アンケート調査（平成 30 年 8 月実施、アンケート数 1,400、回答数 599）では、

「３R の認知度」や「循環型社会の認知度」は 40～50％程度が「知っている」と回答して

います。 

ごみ排出削減に関する取り組みについては、「買物袋の持参やレジ袋・過剰包装の断り」

や「生ごみ水切り等のごみの減量化」など概ね 80％の市民が行っている取り組みがある一

方で、「リース・レンタルの活用」、「不要品の譲り合い」、「ばら売り、量り売り商品の

選択」、「生ごみのたい肥化等」など、あまり行われていない取り組みもあります。 

また、10 種 20 分類のごみ分別については、「大体分かる」を含めて 95％程度の市民

が分別区分を理解しており、分別をせずにごみを出しているとの回答はありませんでした。 

 

■図表 3-14 市民アンケート調査結果（抜粋）（平成 30 年 8 月実施） 

 

 

 

 

 

事業者の意識等については、事業者アンケート調査（平成 30 年 8 月実施、アンケート数

500、回答数 221）によると、一般廃棄物と産業廃棄物の区分を認識していない事業所が

3％程度ありました。また、減量やリサイクルを経営方針に位置づけていない事業所が

40％程度ありました。 

 

知っている

45.2%
知らない

54.8%
行っている

83.5%

時々行っている

13.6%

行っていない

2.9%

行っている

79.4%

時々行っている

13.7%

行っていない

6.9%

行っている

22.4%

時々行っている

12.2%行っていない

65.4%

全て分かる

25.0%

大体分かる

69.2%

よく分からない

5.8%

必ず分別して出す

94.2%

たまに分別して出す

5.8%

分別せずに出す

0.0%

３Ｒの認知度 買物袋持参・レジ袋断り 生ごみの水切り等ごみの減量化 

生ごみのたい肥化等 ごみ分別区分の理解 分別を守っているか 
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ごみ減量や有効利用の取り組みは、生ごみについて取り組んでいないとする事業所が

70％程度（166 事業所の回答のうち）であったのに対し、古紙類等については、75%以

上（215 事業所の回答のうち）の事業所が取り組んでいる状況にありました。 

■図表 3-15 事業者アンケート調査結果（抜粋）（平成 30 年 8 月実施） 

 

 

  

 

(２) 課 題 

市民に対しては、３R や循環型社会についての認知度向上を図るとともに、より一層ごみ

排出削減の取り組みの実践を推進していく必要があります。また、事業者に対しては、適正

処理の意識向上や事業系ごみの排出削減、リサイクル推進のために啓発や支援等が必要です。 

  

認識している

96.7%

認識していない

3.3%

ISO14001を取得し経営方針に

位置づけている

11.6%
ISO14001は取得してないが
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33.5%
その他

4.4%

位置づけ無し

40.8%

9

23

18

119

165

115

16

9

92

5

17

0 50 100 150 200

自社内にたい肥化装置など
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複数回答 
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７ ごみ処理経費 

 (１) 現 状 

本市のごみ処理経費は減少傾向にあり、平成 29 年度では約 24 億 1 千万円です。 

平成 29 年度の１人あたり処理原価は 17,577 円、1 トンあたり処理原価は 32,253 円

となっており、どちらも概ね横ばいで推移しています。 

■図表 3-16 ごみ処理経費 

 

 

資料：岩国市環境事業課「清掃事業概要」 

 (２) 課 題 

ごみ処理経費には最低限必要なものがあるため、ごみ量を減らしたとしても必ずしもその

割合だけ処理経費は小さくなりませんが、処理を効率化することで削減することは可能です。 

そのため、現在の処理システムを効率的なものとすることが必要です。 
 

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29

千円 939,557 949,320 959,519 970,391 982,843

千円 1,616,232 1,577,631 1,516,518 1,491,779 1,426,029

千円 2,555,789 2,526,951 2,476,037 2,462,170 2,408,872

円 17,812 17,813 17,661 17,763 17,577

円 32,333 32,202 32,439 32,642 32,253
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ごみ処理経費　（収集経費＋処理経費）

年　　度
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処理経費

9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 

16.2 15.8 15.2 14.9 14.3 
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